
 

 

                            201９年１０月１８日 

                       No.  ７ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答指定日：１１月１４日（木曜日）とする。 

支払指定日：１２月 ６日（金曜日）とする。 

 

 中央本部は、昨日会社に対して２０１９年度年末手当の申し入れを

行ない、「基準内賃金に家族手当を加えた額×２．８カ月分」を要求し

ました。申し入れに際して、髙木委員長より「職場では要員不足の中、

度重なる災害に不眠不休で対応しており、人件費などの経費削減によ

って、収支を合わせるということは到底認められない。よって誠意を

もって回答を示すこと。」と述べ、要求書を提出しました。 

  


